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◎地方税の取扱い

 ○その他税に関する事項

  閲覧・証明 両市町で文書名に若干の違いがあるが内容は同じで、野田市の方が児童手当所得証明など目

的別に細かく発行している点もあることから、野田市の制度を適用します。

  たばこ税 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  軽自動車税 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  特別土地保有税 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

◎使用料、手数料等の取扱い

 ○各種証明書等の発行手数料

  手数料条例 金額に相違のある手数料については野田市の額に統一します。 

   なお、税及び市民課の証明に係る手数料については関宿町に比べて野田市の額が高い設定に

なっていますが、この手数料の額については近隣市との均衡を図り設定されたものです。

 ○その他使用料、手数料等に関する事項

  斎場使用料 野田市と関宿町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。（式場使用料の関宿

分については、野田市の小式場と同規模のため、野田市の小式場の使用料に合わせます）

  集会所 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用し、使用料は無料にします。

  心身障害者福祉作業所使用料 両市町ともに無料なので、現行のとおりとします。

  重度障害者通所施設使用料 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住

民も利用できるようになります。

  老人福祉センター使用料 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住

民も利用できるようになります。

  老人デイサービスセンター使用料 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおり無料とします。合併後、関宿町

の住民も利用できるようになります。

  隣保館使用料 両市町ともに無料なので、現行のとおりとします。

  レントゲン車使用料 関宿町には該当する車両がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住

民も利用できるようになります。

  急病センター使用料 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住

民も利用できるようになります。

  市民会館使用料 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住

民も利用できるようになります。

  東葛飾地域農林業センター使用料 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住

民も利用できるようになります。

  農業構造改善センター使用料 両市町ともに無料なので、現行のとおりとします。

  農村協同館使用料 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおり無料とします。合併後、関宿町

の住民も利用できるようになります。

  農免道路占用料 準用元である両市町の道路占用料の調整方針に従い、野田市の制度を適用します。（関宿町

では、過去に事例がなく野田市の制度を適用しても支障はありません）

  教育財産使用許可による地下埋設 準用元である両市町の道路占用料の調整方針に従い、野田市の制度を適用します。（関宿町

  物占用料 では、過去に事例がなく野田市の制度を適用しても支障はありません）
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事務事業調整方針総括表

　◎が大項目、○が中項目です。事務事業調整票

は、全体では６百数十頁のファイルになりますが、

市役所行政資料コーナー、町役場情報コーナー、

図書館・両市町の公民館などの合併情報コーナー

でご覧いただけます。調整方針の総括表はホーム

ページにも掲載しています。

調　　　整　　　方　　　針事 務 事 業 名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０



２

  教職員住宅使用料 野田市には該当する施設がないので、関宿町の現行のとおりとします。

  野田公民館小ホール使用料 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住

民も利用できるようになります。

  福田運動場使用料 両市町に違いがありますが、それぞれ現行のとおりとします。（野田市は有料、関宿町は無

料であるが、それぞれ現行どおりとします）

  川間体育館使用料 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住

民も利用できるようになります。

  生涯スポーツ北広場使用料 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住

民も利用できるようになります。

  岩名調整池庭球場使用料 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住

民も利用できるようになります。

  総合公園施設使用料 庭球場以外は、関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。庭球

場は、両市町に違いがありますが、それぞれ現行のとおりとします。

  勤労者体育センター使用料 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。合併後、関宿町の住

民も利用できるようになります。

  青年館使用料 関宿町では青年館を地元に払い下げたので、野田市だけの施設運営となります。市の条例規

定により使用料は無料となります。

  文化会館使用料 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  行政財産使用料 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を基本とし、規程を整備します。

◎補助金、交付金の取扱い

 ○補助金、交付金の取扱い

  納税貯蓄組合補助金 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。

  農業者年金連絡協議会補助金 協議の運営費補助であり、合併後の新組織に従来の補助を行います。

  単独補助金の適正化 両市町とも補助金総額の抑制に努めてきており、合併後も引き続き実施します。

  東京・筑波直結鉄道建設・誘致促 野田市民・関宿町民を対象とした千葉ブロック大会への会場市としての助成であり、現行の

  進大会千葉ブロック大会助成 とおりとします。

  野田市国際交流協会補助金 国際交流協会の活動範囲は関宿地域に拡大するものの、会員数等を考慮し、現行の野田市の

補助額とします。

  野田市森林組合補助金 関宿町では、実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。（補助金

額は、現行のとおりとします）　

  手話サークルけやきの会 統合した場合、並列して存続した場合のそれぞれについて、社会福祉協議会補助金との関係

の整理にも留意しつつ、新市において適切な補助水準のあり方について検討します。

  野田市身体障害者福祉会 統合した場合、並列して存続した場合のそれぞれについて、社会福祉協議会補助金との関係

の整理にも留意しつつ、新市において適切な補助水準のあり方について検討します。

  野田点訳奉仕会 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  朗読グループあいの会 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  野田市肢体不自由児者父母の会 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  野田市手をつなぐ親の会 統合した場合、並列して存続した場合のそれぞれについて、社会福祉協議会補助金との関係

の整理にも留意しつつ、新市において適切な補助水準のあり方について検討します。

  野田市聴覚障害者協会 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  心身障害者釣大会負担金 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  障害者（児）と市民のつどい 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  （おひさまといっしょに）

  野田市・関宿町医師会事業補助金 両市町ともに同一団体へ実施しているので、現行のとおりとします。（両市町の補助金の合

計額を維持）

  野田准看護高等専修学校運営事業 両市町ともに同一団体へ実施しているので、現行のとおりとします。（両市町の補助金の合

  補助金 計額を維持）

  野田市・関宿町歯科医師会事業補 両市町ともに同一団体へ実施しているので、現行のとおりとします。（両市町の補助金の合

  助金 計額を維持）

  野田保健所管内食品衛生協会事業 両市町ともに同一団体へ実施しているので、現行のとおりとします。（両市町の補助金の合

  補助金 計額を維持）

  調理師会補助金 野田市のみ実施しているが、現行のとおりとします。（同一団体のため現行の補助金額を維

持）

  精神障害者共同作業所運営費補助 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  金
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  野田ボランティア協会 関宿町には該当団体がないので、野田市の現行のとおりとします。

  野田市献血推進協議会 関宿町には該当団体がないので、野田市の現行のとおりとします。

  傷痍軍人会 関宿町には該当団体がないので、野田市の現行のとおりとします。

  原爆被爆者の会 関宿町には該当団体がないので、野田市の現行どおりとします。

  サンスマイル 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  フレンドリーシアター 合併後、社会福祉協議会補助金との関係に留意しつつ、新市の負担割合に応じて負担します。

  野田市交通安全対策協議会補助金 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。基本的には現状維持だが、

合併により啓発物資の購入が増え、協議会予算が不足した場合は、補助金の増額が必要とな

る。 

  野田市防犯組合補助金 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。（防犯組合の事業を全市

的に推進するため、人口比率により、補助金の増額が必要となる）

  野田市防犯モデル地域連絡協議会 関宿町では実施していないので、当面野田市の地域において現行のとおりとします。（防犯

  補助金 活動の模範となる事業を展開する団体として支出するため､現状維持とする）

  野田地区交通安全協会補助金 野田市、関宿町ともに同一団体に対し補助をしており、合併に伴い事業規模が変動するもの

ではないので現行のとおりとします。（両市町の補助金の合計額を維持します）

  小規模事業所経営改善普及相談所 商工会議所、商工会で実施している事業についての補助金であり、合併した場合、併存した

  補助金 場合について、それぞれの事業内容、事業規模等を踏まえ、バランスを考慮した補助水準の

見直しを図る。

  商工会議所青年部活動補助金 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  野田地域職業訓練協会補助金 関宿町も含む野田地域を対象に事業を展開する法人であって、新市においても野田市の現行

の補助額を維持します。

  野田地区雇用対策協議会補助金 両市町ともに同一団体へ補助をしており、合併後も事業規模は変わらないと見込まれること

から、両市町の補助金の合計額を維持します。

  野田地区労働組合連合会補助金 両市町を対象エリアとして活動しているため、新市においても野田市の現行補助額を維持し

ます。

  野田地区労働者福祉協議会補助金 両市町を対象エリアとして活動しているため、新市においても野田市の現行補助額を維持し

ます。

  松戸公共職業安定所雇用促進協力 両市町ともに同一団体へ助成しており、合併後も事業規模は維持されると見込まれることか

  会助成金 ら、両市町の助成金の合計額を維持します。

  連合千葉野田･流山地域協議会補 両市町を対象エリアとして活動しているため、新市においても野田市の現行補助額を維持し

  助金 ます。

  互助転作推進協議会補助事業 関宿町では該当する団体がないので、野田市の現行のとおりとします。

  野田市内土地改良区団体補助金 両市町ともに同様の団体へ補助しているので、現行のとおりとします。（両市町の補助金の

合計額を維持します）

  異業種交流事業推進補助金 現在でも市町の会員がおり、野田市から補助となっており、合併後においても現行のとおり

とします。

  中小企業経営者従業員講習会共催 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  分担金

  千葉県専修学校各種学校協会研修 関宿町には、野田市が助成している協会に相当する団体・学校がなく、助成していないので、

  助成金 現行の野田市の助成額とします。

  少年野球連盟事業補助金 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用し、関宿町の少年野

球団体の青少年健全育成に努めます。補助額については、合併後所要の見直しをしていきま

す。

  こどもまつり事業補助金 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用し、実施対象地区を

関宿町にも拡大します。補助額は、参加者の増が見込まれることから所要の見直しをしてい

きます。

  スカウト連絡協議会事業補助金 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用し、関宿町の円滑な

事業実施を図ります。関宿町のスカウト団体と協議会の関係は今後検討します。

  青少年補導員連絡協議会事業補助 関宿町では実施していない青少年補導員の活動が関宿町にも拡大されますが、その運営補助

  金 については野田市の枠内での運用が可能であることから現行どおりとします。

  子ども会健全育成活動事業補助金 野田市開発協会からの指定寄附を受けての補助制度であり、今後の景気の動向を踏まえ、合

併後の新市における子ども会の体制と事業実施について充分に検討していく必要があると考

えます。

  子ども釣大会負担金 野田市開発協会からの指定寄附と野田市の単独補助を合算した補助制度であり、今後の景気

の動向を踏まえ、合併後は有効な助成制度となるよう事業内容を充分に検討していく必要が

あるところです。
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  銚子市きれいなまちづくり運動推 両市町ともに同一団体の構成員となっているので、新市分１団体として負担します。

  進協議会賛助会負担金

  北茨城市環境保全関係協力金 関宿町においては、一般廃棄物の最終処分を銚子市内の処分場のみで行っています。野田市

では銚子市内の最終処分場への負荷を緩和し、廃棄物処理を円滑に進めるため、北茨城市に

も最終処分場を確保しているので、野田市の制度を適用します。

  戦没者慰霊塔保存補助金 野田市の遺族会は、会の運営に関する経費は自主財源で対応しており、それとのバランスを

図る必要があバランスを図る必要があること、近隣市でも柏市を除き行政からの団体補助は

行っていないことから、より補助効果の高い取り組みに対する支援に重点化するという考え

方に立ち行政の支援としては、野田市の現行のように慰霊塔の維持管理に要する経費への補

助に特化します。（社会福祉協議会の補助金との役割分担を行います）

  野田市園芸振興団体補助事業、関 現行のとおりとします。（両市町の補助金の合計額を基本とし、事業規模等バランスを踏ま

  宿町そ菜出荷組合連合会事業 え補助水準を見直します）

  農産物加工推進協議会補助事業 野田市の組織に統一した上で、事業規模に見合った補助額に見直します。

  畜産団体育成補助事業（野田市）、 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。（両市町の補助金の合計額を基本と

  酪農組合連合会補助金（関宿町） し、事業規模等のバランスを踏まえ補助水準を見直します）

  農業後継者対策事業費補助金、４ 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。（両市町の補助金の合計額を維持）

  Hクラブ連合会補助金

  野田市生産調整対策協議会助成 野田市、関宿町の両協議会が果たしてきた機能は、野田市生産調整対策協議会が担う（町の

協議会は廃止）こととします。国県補助を受けた助成を引き続き実施します。

  野田市農産物消費拡大推進協議会 野田市の組織に統一した上で、事業規模に見合った補助金に見直します。（野田市の制度の

  補助事業 方が事業内容が充実しているため野田市の組織に統合します）

  基盤整備推進協議会補助金 野田市の制度に統一します。（担い手への農地集積事業等のソフト事業であり、事業区域が

同一であることから、野田市の現行補助額を交付）

  野田・関宿地区土地改良区連合協 野田市の制度に統一します。（土地改良区の行う土地改良事業への施行運営、援助並びに指

  議会補助金 導等のソフト事業であり、事業区域が同一であることから、野田市の現行補助額を交付）

  東葛北部農業用水保全対策協議会 両市町ともに同一団体への負担をしているので、現行のとおりとします。（両市町の負担金

  負担金 の合計額を維持します）

  東葛農業共済組合補助金 合併後、新市の負担割合に応じて負担します。

  （財）千葉県消防協会東葛飾支部野 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。（関宿町消防職団員も加入）

  田分会交付金

  千葉県立野田高等学校定時制教育 同一団体に対する助成金（負担金）であるため、合併後は、４市での助成となりますが、現

  振興会助成金 行の野田市の助成額とします。

  租税教育推進協議会補助金 関宿町に置かれている租税教育推進協議会は廃止します。

  千葉県市町村職員年金者連盟野田 関宿町の千葉県市町村職員年金者連盟東葛飾支部会員は、合併に伴い野田支部に加入するた

  支部助成金 め、合併の前日をもって東葛飾支部を脱退します。野田支部助成金については、合併時に会

員数が増加するが、助成金の算出は特に根拠を有しないため、また補助金見直しを考慮し、

増額せず、現行額（１００千円）とします。

  野田市農業資材対策協議会補助事 野田市の組織に統一した上で、事業規模に見合った補助額に見直します。

  業

  野田市ライスクラブ、稲作部会補 合併を機に補助金は廃止します。（稲作部会の所期の目的である水稲の適正な生産については、

  助金（関宿町） 農業改良普及センター及び農協が主体となって進められており、部会の必要性が著しく低く

なったため、稲作部会補助虚金を廃止します）

◎保健福祉関係制度・事業の取扱い

 ○高齢者福祉

  ゲートボール場整備補助 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  在宅介護支援センター 野田市と関宿町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。

  （直営・委託）

  在宅老人デイサービス 引き続き検討を要するため、先送りします。

  短期入所事業（ショートステイ） 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。（介護保険適用者とのバラン

スを踏まえたもの）

  ねたきり老人等寝具の乾燥 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が有利なので、野田市の制度を適用します。

  訪問理容サービス 両市町のサービス内容に違いはないので、現行のとおり実施します。

  ホームヘルパーの派遣 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が有利なので、野田市の制度を適用します。

  老人憩いの家 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。
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  大型バスの貸し出し 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。（現在のバ

スを引き続き運用します）

  おむつ手当て 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  家庭介護教室 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  給食サービス 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  配食サービス 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  福祉タクシー（高齢者分） 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  ホームヘルパーの養成 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  介護保険サービス事業者（行政が 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  事業者として指定を受けているも

  の）

  グループホーム整備への助成 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  （施設整備）

  ゲートボール協会の助成 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  社会福祉施設整備資金利子補給 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  社会福祉法人への助成（施設整備） 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  鶴寿園老人デイサービスセンター 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。

  （直営）

  特別養護老人ホーム（直営） 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。

  訪問介護事業（直営） 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  養護老人ホーム（措置） 両市町ともに内容は同様なので、現行のとおりとします。

  養護老人ホーム（直営） 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。

  老人福祉センターの運営 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。

  施設計画　特別養護老人ホーム 合併後、新市において見直しを図ります。

  （介護老人福祉施設）

  施設計画　養護老人ホーム 合併後、新市において見直しを図ります。

  施設計画　軽費老人ホーム 合併後、新市において見直しを図ります。

  （ケアハウス）

  施設計画　デイサービスセンター 合併後、新市において見直しを図ります。

  （デイケア含む）

  施設計画　グループホーム 合併後、新市において見直しを図ります。

  （痴呆対応型共同生活介護）

  施設計画　ショートステイ 合併後、新市において見直しを図ります。

  （短期入所生活介護）

  施設計画　在宅介護支援センター 合併後、新市において見直しを図ります。

  施設計画　老人保健施設 合併後、新市において見直しを図ります。

  （介護老人保健施設）

  施設計画　老人福祉センター 合併後、新市において見直しを図ります。

  老人保健福祉計画及び介護保険事 合併後、新市において見直しを図ります。

  業計画

  １市１町SOSネットワーク 両市町を対象としたものであるので、現行のとおりとします。（名称は見直します）

  緊急通報システムの貸与 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。（必要に応じて経過措置を講

じます）

 ○児童福祉

  延長保育 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が保育時間が長いので、野田市の制度に統一します。

  保育所への入所 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が緩やかに規定しているので、野田市の制度に統一

します。

  １日体験保育 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  エンゼルヘルプサービス事業 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  家庭児童相談室 関宿町では実施していないので、野田市の現行の体制で関宿町も実施します。

  ことば相談室 関宿町では実施していないので、野田市の現施設において、近年、利用が増加しており、合

併後に関宿町のことば相談業務を現施設で対応が困難なことから、新たに関宿町役場等の施

設を利用し、ことば相談室を開設いたします。

  ファミリー・サポート・センター 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  事業

  産休明け保育 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。（引き続き、

乳児保育所で実施しますが、関宿町民も利用可能になります）
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  育児相談 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。（出張育児

相談や離乳食講習会等については、現行のとおり実施しますが、関宿町民も利用可能になり

ます）

  子育てガイドブック 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。（ただし、合併に伴って、

内容は見直します）

  エンゼルプラン 関宿町では規定していないので、合併後、新市において見直しを図ります。

 ○母（父）子福祉

  母子家庭・父子家庭等医療費の助 両市町の内容に違いがあり、関宿町に一部負担があるので、野田市の制度に統一します。

  成

  母子家庭等児童入学及び就職祝金 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が対象、助成額ともに有利なので、野田市の制度に

統一します。

  母子相談員 千葉県から派遣された母子相談員が野田市、関宿町の地区担当として、相談・指導業務を行

っておりますが、合併後においても、現行のとおり実施します。

 ○障害者福祉

  障害者ガイドブック 合併後、新市において見直しを行い配布します。

  身体障害者自動車運転免許取得助 両市町の内容に違いがあり、関宿町の方が一部助成額に有利な点はあるが、ここ数年受給実

  成 績がないので、野田市の制度に統一します。

  身体障害者教習用自動車の管理運 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  営事業

  身体障害者手帳及び精神障害者保健 両市町の内容に違いがあり、対象、限度額ともに野田市の方が有利なので、野田市の制度に

  福祉手帳交付等に伴う診断料の助成 統一します。

  身体障害者用自動車改造費助成 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が対象が有利なので、野田市の制度に統一します。

  精神障害者医療費助成 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が対象、助成額ともに有利なので、野田市の制度に

統一します。

  知的障害者生活ホーム運営費補助 両市町ともに内容は同様なので、現行のとおりとします。

  ねたきり心身障害者等移動入浴事 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。

  業

  ねたきり心身障害者布団乾燥 委託と直営の違いがあるが、内容は同じなので、野田市の制度に統一します。

  福祉カーの貸し出し（ゆうあい号） 野田市と関宿町の内容に違い（運営が野田市は社会福祉協議会委託、関宿町は直営）があり

ますが、福祉団体との密接な連携により、きめ細かな対応を図る観点から、今後、関宿町の

福祉カーについても野田市と同様、社会福祉協議に委託することとします。

  知的障害者福祉手当 県の補助事業である在宅重度知的障害者福祉手当は、関宿町でのみ実施されており、合併後

の新市においては、県補助の制度が存続する間はこの手当を実施します。

  おむつ手当（障害者分） 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  車いすの貸し出し 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。（実施主体

のあり方については、社会福祉協議会と調整の上、検討します）

  身心障害者児短期保護委託料助成 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  手話通訳者派遣事業 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  手話講習会 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  要約筆記養成講座 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  要約筆記者派遣事業 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  障害者パソコン講習会 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  障害者料理教室 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。（関宿町の障害者も参加

可能になります）

  聴覚障害者用電話ファックス等設 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  置費及び使用料助成

  福祉タクシー（障害者分） 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  盲人ガイドヘルパー派遣事業 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  ねたきり心身障害者福祉手当 両市町ともに内容は同様なので、現行のとおりとします。

  在宅重度身体障害者短期保護委託 両市町ともに内容は同様なので、現行のとおりとします。

  料

  障害者ホームヘルプサービス 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が対象が有利なので、野田市の制度に統一します。

  心身障害者結婚祝金 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が助成額が有利なので、野田市の制度に統一します。

  精神障害者共同作業所（施設） 関宿町には該当施設がないので、野田市の現行のとおりとします。

  点字図書の交付 両市町ともに内容は同様なので、現行のとおりとします。
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  福祉作業所及びあおい空入所判定 関宿町では実施していませんが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に

  委員 応じた適切な措置を講じます。

  障害者基本計画 関宿町では策定していないので、合併後、新市において見直しを図ります。

 ○介護保険

  介護認定訪問調査 両市町の調査の仕方に違いがあるので、野田市の制度を適用します。

  介護保険サービス事業者（行政が事 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  業者として指定を受けているもの）

 ○生活保護

  法外援護 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

 ○人権施策

  人権週間記念講演会 両市町で実施。実施主体、場所等については、合併後、再検討します。

  企業人権教育講演会 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。（関宿町の企業も参加対

象とします）

  農業近代化施設整備事業 現行のとおりとします。（野田市廃止済。合併に先立ち関宿町も廃止する予定）

  （同和対策関係事業）

  農業基盤整備促進事業 現行のとおりとします。（野田市廃止済。合併に先立ち関宿町も廃止する予定）

  （同和対策関係事業）

  児童福祉対策事業 現行のとおりとします。（野田市廃止済。合併に先立ち関宿町も廃止する予定）

  （同和対策関係事業）

  「人権教育のための国連１０年」に 関宿町では策定していないので、合併後、新市において見直しを図ります。

  関する野田市行動計画

 ○男女共同参画

  カウンセリング受診助成金 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  緊急一時保護施設（シェルター） 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。（関宿町民も無料で利用

  の設置・運営 可能となります）

  緊急生活支援資金助成金 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  啓発冊子等の発行 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。（関宿町も配布対象にし

ます）

  啓発情報誌の発行 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。（関宿町も配布対象にし

ます）

  女性情報コーナーの整備充実 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。（町のコーナーを充実さ

せます）

  女性のための相談 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。（関宿町民も利用可能と

なります）

  男女共同参画問題講演会 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。（関宿町民も参加可能に

  （フレッシュプラン講演会） なります）

  ドメスティック・バイオレンス総 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  合対策大綱

  行動計画「フレッシュプランのだ」 合併後、新市において見直しを図ります。

 ○保健医療

  育児相談 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。（会場は、合併後も引き続き

両市町の保健センターで実施します）

  ことばの相談 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。（会場は、合併後も引き続き

両市町の保健センターで実施します）

  親子教室（ぴよぴよ教室）（野田市）、 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。（野田市の親子教室には３歳

  親子教室（子どもたんぽぽ教室）（関 を超える幼児と親も参加しており、児童の発達状況に応じて施設等の紹介等も実施している。

  宿町） 関宿町で実施している３歳児事後指導についても対応できる）

  両親学級 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。（会場は、合併後も引き続き

両市町の保健センターで実施します）

  機能訓練 両市町の内容に違いがあるので、野田市で実施しているＡ型機能訓練を実施します。（会場

は、合併後も引き続き両市町の保健センターで実施します）

  訪問リハビリ 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  健康相談 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。（会場の拡大に向けて検討）

  健康教育 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。（会場は、合併後も引き続き

両市町の保健センターで実施します）
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  ２歳３か月児歯科相談 両市町の内容に違いがあり、開催日数等で野田市の方が充実しているので、野田市の制度を

適用します。（会場は、合併後も引き続き両市町の保健センターで実施します）

  ２歳３か月児発達相談 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  エイズ予防教育講演会 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。（関宿町の関係者も参加

可能となります）

  はみがき教室 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。（会場は、

両市町の保健センターで実施します）

  フッ素塗布事業 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。（会場は、

両市町の保健センターで実施します）

  巡回はみがき指導 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  老人等寝たきり在宅訪問歯科保健 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  事業

  母子等医療費助成金 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  妊産婦・新生児訪問指導 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  妊婦届出 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  妊婦一般健康診査 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  乳児一般健康診査 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  高齢者のインフルエンザ予防接種 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  健康づくり推進事業 両市町に違いがあるが、それぞれ現行のとおりとします。（両市町の保健センターを会場に、

それぞれ現行のとおり実施します）

  健康手帳の交付 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。（合併後も引き続き両市町の保健セ

ンターの窓口で配布します）

  高齢者のよい歯のコンクール 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  食生活改善推進員活動 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  母と子のよい歯のコンクール 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  訪問指導 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  保健推進員活動 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。（任期は２年、委員数は野田

市と関宿町の合計数とします）

  自主グループへの支援 それぞれ現行のとおりとします。（新市においても、現行の取り組みを継続的に支援します）

  ３か月児健康診査 両市町の内容に違いがあり、実施日数等が野田市の方が充実しているので、野田市の制度を

適用します。（会場は、合併後も引き続き両市町の保健センターで実施します）

  １歳６か月児健康診査 両市町の内容に違いがあり、実施日数等が野田市の方が充実しているので、野田市の制度を

適用します。（会場は、合併後も引き続き両市町の保健センターで実施します）

  三歳児健康診査 両市町の内容に違いがあり、実施日数等が野田市の方が充実しているので、野田市の制度を

適用します。（会場は、合併後も引き続き両市町の保健センターで実施します）

  乳幼児医療費助成金 現行（平成１５年度以降）のとおりとします。（県の制度変更により両市町の制度が整合する

見込み）

 ○社会福祉団体

  戦没者追悼式 合併に伴い、野田市の方式により一元的に実施することとします。

  野田市民生委員児童委員協議会 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が活動費等について有利なので、合併後、組織を一

体化し野田市の制度に統一します。

 ○その他保健福祉に関する事項

  難病療養者見舞金 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。

  災害弔慰金 野田市はこれまでリスクと負担のバランスの観点から市単独条例により対応してきたところ

であり、合併後も野田市の制度を適用します。関宿町は、合併の前日をもって千葉県市町村

総合事務組合から脱退します。

  災害見舞金支給 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  高額療養費貸付制度 両市町ともに内容は同様なので、現行のとおりとします。

  総合福祉会館 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。（関宿町の福祉関係

団体も利用可能となります）

  地域福祉センター（運営） 休館日が異なっており、管理についても直営、委託の相違があるなど、両市町の内容に違い

があるので、合併後の管理のあり方について行政と社会福祉協議会で今後調整します。

◎環境関係制度・事業の取扱い

 ○し尿収集、処理

  し尿中継槽施設 引き続き、新市において整備、及び適正な維持管理を図ります。
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 ○環境対策

  環境騒音調査 野田市の環境騒音調査を関宿町においても実施し、また必要に応じ自動車騒音についても対

応します。

  啓発事業 野田市のリサイクルフェアは、農協まつりと同日程で開催しており、関宿地区へのＰＲ効果

は十分あるので、野田市の制度を適用します。

  事業系ごみ 両市町において、対象となる事業所の基準が異なりますが、野田市の制度を適用し、関宿町

における大規模事業所へのごみ減量化対策を図ります。

  情報誌等の発行 ごみの出し方や資源の出し方が野田市の制度に統一されることから、野田市のパンフレット

に統一します。また、その他のごみに関する情報等については、市報の他、野田市のホーム

ページに掲載します。

  リサイクル リサイクル展示場、空き缶回収機、ごみ減量協力店制度については、野田市のみの実施とな

っています。関宿町で行っているマイバッグキャンペーンについては、野田市のごみ減量協

力店制度の中で、買物袋の持参を推奨する店舗を、関宿町の事業者にも広めることにより調

整が可能であること、また、リサイクルフェアにおいても買物袋の普及啓発を実施している

ので、これらについては、全て野田市の制度を適用します。

  家庭用生ごみ堆肥化装置購入助成 関宿町において、助成金対象となる装置は機械式生ごみ処理機のみで、コンポスト（埋め込

  金制度 み式容器）は対象外となっているため、野田市の制度を適用します。なお、野田市の制度に

統一した場合、市へ登録した市内の販売店からの購入として限定することになります。

  環境カレンダー 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  地区資源回収委託料 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  （資源回収実施団体への支給）

  ごみ集積用ネット支給 関宿町で実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。（なお、ごみ

集積所が道路上（歩道、路肩）の場合は対象外になります）

  産業廃棄物の搬入 関宿町においては、産業廃棄物（注）の搬入を受入れていないので、野田市の制度を関宿町

においても適用します。

   （注）：市が処理することができる産業廃棄物は、紙くず、木くず、床面積８０�以下の個人住

宅（店舗併用住宅・集合住宅等を除く）の解体を確認できる書類を提出する場合であり、な

おかつ、一般廃棄物の処理に支障がない量で、事業者が自ら清掃工場に搬入する場合に限ら

れます。

  動物の死体の処理 関宿町においては、飼犬や飼猫等の死体処理については、自家埋葬・民間業者等で行うこと

になっています。また、道路上の場合、沼南町にある京葉動物保護協会に処理を委託してい

ます。野田市の場合、直接収集運搬処理を実施していることから、迅速な対応も可能となる

ので、野田市の制度を適用します。

  環境美化条例 関宿町では制定していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  野田市が設置する一般廃棄物処理 関宿町では制定していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  施設に係る生活環境影響調査結果

  の縦覧等の手続きに関する条例

  施設見学会 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  イベント ごみ最終処分場埋立処分の理解・ごみ減量・リサイクルの促進を図るため、野田市で開催す

る産業祭において、北茨城市からの観光物産ＰＲと販売時の協力を行っています。関宿町で

実施している農産物共進会と併せて開催するリサイクル・ごみ減量化の啓発活動は、野田市

役所で開催するリサイクルフェア（清掃計画課担当）に統合を図ることとしており、イベン

トについては野田市の制度に統一します。

 ○その他環境に関する事項

  こどもエコクラブ 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  蜂の巣応対業務 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  最終処分場跡地利用 引き続き、新市において計画的な整備、及び適正な維持管理を図ります。

◎教育関係制度・事業の取扱い

 ○学校教育

  野田市育英資金 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が対象、貸与額とも有利なので、野田市の制度を適

用します。

  移動教室用自動車 両市町の内容に違いがあり、野田市は賃貸借の専用バス、関宿町は町所有の共用バスなので、

野田市の制度を適用します。

  療休等補助教員 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  特殊学級介助員 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。
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  外国人児童生徒の受け入れ 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。

  学齢関係（学齢簿の整理、転出入 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。

  の受付、学区外就学、区域外就学）

  小規模特認校制度 関宿町には対象校がないため、野田市の現行のとおりとします。

  体験入学の承認事務 野田市は教育委員会、関宿町は各学校と扱いが異なるが、野田市の制度を適用します。

  学校医の状況 両市町の内容に違いがあり、関宿町の方が報酬が高いが、野田市では管理校医を置いている

ので、野田市の制度を適用します。

  給食施設巡回指導 両市町とも同様に実施しているが、巡回担当者を野田市に合わせて増員します。

  樹木管理 両市町の内容に違いがあり、野田市は担当課が一本化（学校教育課）しているので、野田市

の制度を適用します。

  水質検査 両市町で同様に実施しているが、採水の仕方が異なるので、野田市の制度を適用します。

  野田市学校保健会 関宿町では組織されていないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  東葛飾地方駅伝大会出場選手健康 両市町で同様に実施しているが、受診対象者が野田市の方が多いので、野田市の制度を適用

  診断 します。

  幼稚園就園奨励費補助金 両市町の内容に違いがあり、対象、補助額が野田市の方が有利なので、野田市の制度を適用

します。

  要保護及び準要保護児童生徒就学 両市町の内容に違いがあり、補助額が野田市の方が有利なので、野田市の制度を適用します。

  援助費 

  科学センター（教育研究室） 両市町の内容に違いがあり、野田市の方がより広い範囲の仕事をしているので、野田市の制

度を適用します。

  教育相談事業（教育研究室） 両市町の内容に違いがあり、野田市の方がより広い範囲の仕事をしているので、野田市の制

度を適用します。

  市スクールカウンセラー業務等 合併後、新市においてもすべての中学校に，スクールカウンセラー又は心の相談員を配置し

ます。

  人材活用事業 両市町とも同様に実施しているが、謝礼支給が可能となるよう、野田市の制度を適用します。

  進路指導 両市町の内容に違いがあり、野田市では全て公費負担なので、野田市の制度を適用します。

  通学路整備事務 両市町の内容に違いがある。関係各課で対応策を検討する野田市の制度を適用します。

  平成１４年度新学習指導要領に伴う 両市町の内容に違いがあり、確保冊数に相違があるので、次期教科書改訂時に野田市の制度

  教科書、指導書の購入 を適用します。

  学校人権・同和教育に関する事業 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が事業対象が広いので、野田市の制度を適用します。

  関宿町さわやか２１世紀推進会議 合併後、関宿町さわやか２１世紀推進会議は解散します。同会議にかかわる諸事業は、野田市

の現行の枠組みの中で包括できるので統合し、同会議が担ってきた調整機能は、野田市青少

年問題協議会の場で包含できるよう、新市において検討を進めます。あおいそら運動関宿推

進委員会の事業については、今後も団体の創意で継続されるようお願いしていきます。なお、

経過として、関宿町公民館の事務局機能は、当分の間継承し支援します。

  学校図書館司書 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  音楽指導非常勤時間講師 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  災害見舞金 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  サマースクール 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  疾病者等送迎制度 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  障害児童生徒就学奨励費補助金 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  心身障害児就学指導相談事業 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  生活習慣病予防検診 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  理科教育等設備整備費補助金 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  社会人活用（武道） 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  適応指導学級（教育研究室） 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  日本語教育 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  備品購入（重点備品、交通安全指 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  導用備品）

  安全衛生委員会（給食調理場関係） 該当施設は、野田市学校給食センターと野田市内の直営校３校のため、野田市の現行のとお

りとします。

  医療費補助 両市町の内容に違いがあり、野田市では横出し補助があるので、野田市の制度を適用します。

  小規模校講師（小学校対象） 関宿町には対象校がないため、野田市の現行のとおりとします。

  就学関係（就学相談、特殊学級、 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  盲・聾・養護学校）

  学校給食委員会 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  給食関係者の研修会 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が研修日数が多いので、野田市の制度を適用します。
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１１

  給食室害虫防除 関宿町には対象校がないため、野田市の現行のとおりとします。

  給食室給排気装置清掃 関宿町には対象校がないため、野田市の現行のとおりとします。

  集団検診 両市町とも同様に実施していますが、職員の胸部Ｘ線について委託先が異なるので、野田市

の制度を適用します。

  私立幼稚園補助金 両市町とも最終的な補助金の受け入れ先は野田地区私立幼稚園協会なので、野田市の制度を

適用します。

  スクールバス 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  特殊教育就学奨励費補助金 両市町とも同一内容なので、現行のとおりとします。

  外国人青年招致事業 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  通学区域 両市町で実施している学区制度を維持します。ただし、学区外就学については野田市が行っ

ているように柔軟に対応します。

  教育関係負担金 合併後、新市の負担割合に応じて負担します。

 ○社会教育

  学校施設開放 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が開放日数が多く範囲が広いので、野田市の制度を

適用します。

  生涯学習情報 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が発行回数が多く範囲が広いので、野田市の制度を

適用します。

  生涯学習相談 両市町の内容に違いがあり、野田市では情報提供に併せて学習相談も実施しているので、野

田市の制度を適用します。

  小学校プール開放事業 両市町に違いがありますが、それぞれ現行のとおりとします。（住民サービス維持の点から、

小学校プール開放事業は現行のとおりとします）

  「県民の日の行事」関連事業の開催 両市町ともに同一内容なので、事業を一本化して実施します。

  各種教室の開催 両市町に違いがありますが、それぞれ現行のとおりとします。（開催種目について、合併後

調整を行う必要があります）

  団体・グループの育成 両市町ともに同一内容なので、合併後も、一体化した体育協会を通じて補助、委託を行うこ

とにより、団体・グループを育成します。

  育成者講習会 関宿町では実施していないので、野田市の制度を適用し、関宿地区でも実施できる体制づく

りを構築していきます。

  オープンサタデークラブ事業 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。（今後も毎年度、関係者の意

見を聞きながらメニューの作成を行い、事業の推進体制と地域コミュニティーの醸成を図っ

ていきます）

  リーダー養成講習会 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が養成期間が長く、内容も充実しているので、野田

市の制度を適用し、より良い講習会の実施と対象者の拡大を図っていきます。

  野田市青少年補導員 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。関係団体か

ら推薦を受け、教育委員会が委嘱します。

  家庭教育事業 関宿町では、平成１２年度以降休止していますが、家庭教育の重要性を勘案し、関宿町でも実

施します。

  公民館絵画グループ展 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  野田市青少年センター 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用し、青少年センター

の事業を関宿町にも拡大していきます。

  世代間交流事業 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用して、関宿地区の歴

史と文化を継承していきます。

  レクリエーションセミナー 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用し、青少年健全育成

事業の推進のため、育成者として必要な技術の習得に努めていきます。

  移動図書館運行事業 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。関宿地区に

ステーションを新設し、週２日興風図書館から移動図書館車「そよかぜ号」を巡回させます。

  集会所施設 管理・運営全体については、野田市の制度を適用しますが、借地料に関しては現行借地契約

を継続します。

  公開講座 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  （東京理科大学サイエンス夢工房）

  市民大学 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  生涯学習ボランティア講座 関宿町では実施していないので、野田市の現行の講座の適用対象を関宿町にも拡大します。

  体育施設の充実 野田市では実施していないので、関宿町の現行のとおりとします。

  各種講習会の開催 関宿町では実施していないので、野田市の現行事業の対象区域を関宿町にも拡大します。

  社会体育指導者の育成 両市町ともに同一内容なので、事業を一本化して実施します。

  生涯スポーツ推進事業 関宿町では実施していないので、野田市の現行事業の対象区域を関宿町にも拡大します。
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１２

  スポーツ交流の促進 スポーツ少年団交流大会は、一本化の方向とします。サッカー、野球の親善大会は、両市町

の競技団体が参加する方向で調整します。

  勤労青少年ホーム 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  欅のホール（野田公民館小ホール） 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  文化会館（大ホール） 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  ボランティア団体との連携・提携 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  学校図書館司書研修会参加、技術 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  指導業務

  学校図書館向け団体貸出し業務 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  学校訪問、学校招待業務 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  集会展示事業 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  団体貸出し業務 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  青年館 関宿町では青年館を地元に払い下げたので、野田市だけの現行施設運営となります。

  青少年健全育成事業 両市町とも事業内容に違いがありますが、両市町とも特色ある事業を実施していることから、

合併後は新市における青少年健全育成事業として検討していきます。

  公民館主催講座 各々の公民館が地域的特性や住民のニーズを把握して開設しているため、現行のとおりとし

ます。

  スポーツ少年団本部 野田市の本部に統合します。

 ○文化振興

  埋蔵文化財等 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。

  市史編さん既刊図書 両市町とも既刊図書の価格、販売について、それぞれ現行のとおりとします。

  市史編さん普及事業 関宿町では実施していないので、野田市の事業の対象地域を関宿町まで拡大します。

 ○その他教育に関する事項

  人権・同和教育の推進 両市町ともに同一目的で事業を推進しているので、現行どおりとします。

  体育協会表彰 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。（表彰の対象者は、野田市の

方が広範である）

◎民生経済関係制度・事業の取扱い

 ○国民健康保険事業

  出産費資金貸付 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  健康づくり講演会 関宿町では実施しておらず、引き続き野田市の現行どおり実施します。（関宿町民も参加可

能になります）

  はり・きゅう等利用助成金 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  国保年金まつり 関宿町では実施しておらず、引き続き野田市の現行どおり実施します。（関宿町民も参加可

能になります）

  健康優良家庭表彰 両市町の内容に費用面で若干の違いがありますが、表彰基準に相違はなく、野田市の制度を

適用します。（記念品の価格を比較すると、１年表彰は野田市の方が高く、野田市に合わせ

ることで有利になる。３年表彰は関宿町の方が高いが、対象者数が少ないので影響は限定的

と考えられます）

  広報誌（国保だより） 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  短期保険証、資格証明書 両市町の内容に違いがありますが、関宿町の方法の方が事務的に煩雑であるため野田市の制

度を適用します。

 ○消防、防災、防犯

  応急手当普及啓発活動 両市町で実施しているが、野田市では不定期講習会を多く実施しているので、野田市の制度

を適用します。

  開発行為に伴う消防水利 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が条件が厳しいので、野田市の制度を適用します。

  消防各種届出と相談窓口 両市町ともに同一内容なので現行のとおりとします。

  防火管理講習会 両市町の実施時期に違いがあるので、野田市の制度を適用します。

  出初め式 新市で一元的に実施します。

  操法大会 両市町で開催方法、代表の扱いについて違いがあるので、野田市の制度を適用します。

  自主防災組織活動補助金 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  防犯組合 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとし、関宿町民も組合員とするとと

もに、合併後の役員構成については関宿町の関係者も加わるよう見直します。

  各種協定等の取扱い 両市町が締結している各種協定等は、合併後新市においても継続し、災害時の協力体制を整

備します。

  災害医療援護活動補助金 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。
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１３

  罹災証明の発行 両市町とも同一内容なので、現行のとおりとします。

  警察との協定 野田警察署の管轄は野田市及び関宿町であるので、関宿町にも拡大して現協定を今後も継続

します。

  危険物取扱者試験受験者指導会 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  災害用資機材等備蓄 備蓄物資の範囲について、野田市の制度に統一します。（行政による備蓄が必要なもの、及

び民間企業等による流通備蓄で対応可能な資機材を精査し、また、自主防災の観点から市民

に対しても備蓄を促していく）

  自主防災組織資機材交付 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。（組織の規模に応じて交付額

を算定する仕組みであり、公平性が高まります）

  総合防災訓練 新市で一元的に実施します。

  消防団器具置場 引き続き、新市において計画的な整備、適正な維持管理を図ります。

  消防団車両 引き続き、新市において計画的な整備、適正な維持管理を図ります。

  地域防災計画 合併後、新市において見直しを図ります。

  指定避難場所、災害時現地連絡所 両市町ともにそれぞれ現行のとおりとし、関宿町に支部連絡所を３箇所設置し、避難場所と

  等 災害対策本部の連絡体制を強化します。

 ○交通安全

  交通安全啓発用品の作成 野田市と関宿町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。各年齢階層毎の興味

・関心に即した物資に重点化することで啓発効果の実効を上げる点から、新中学１年生に配

布しているサイクルピアスと新成人に配布する交通安全パンフレットは対象から除外する。

 ○自転車対策

  放置自転車対策 関宿町では放置自転車対策を行っていないため、野田市と同様に長期放置の自転車について

は定期的に移送するなどの対策を講ずることとします。

  自転車駐車場整備計画 野田市の鉄道駅における駐輪場は引き続き計画的に整備し、関宿町にあるバスターミナルに

ついては、自転車でのアクセス数を見極めて対応が必要と判断される段階で計画の見直しを

検討していきます。

 ○コミュニティ（自治会、行政区）

  自治会集会施設用地先行取得 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  コミュニティ助成金 関宿町ではこれまで申請の実績がありませんでしたが、合併後は野田市の予約分を一度リセ

ットし、市報等で市民に周知を図り、関宿町の希望団体を含め公募を実施して抽選により実

施団体を決定します。

  市民活動災害補償保険 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  事故判定委員会 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  （市民活動災害補償保険関係）

  自治会集会施設整備事業補助金 両市町から補助要望があがっている平成１７年度までの期間については、野田市２館、関宿町

１館の整備枠を維持します。（その後については、具体的な整備要望の有無を踏まえて判断）

   補助上限については、野田市では平成１５年度までは県補助と合わせて１２００万円の公的補助額

を維持することとし、それ以降については県補助の見直しの動向を踏まえて制度改正を行う

こととしているため、合併後においては、見直し後の野田市の制度を適用します。

 ○商工･観光

  大型店進出対策資金事業転換資金 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  利子補給事業補助金

  起業家支援 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  中小企業牛海綿状脳症対策利子補 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  給金

  小企業等経営改善資金利子補給補 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  助金

  街路灯電気料補助金 関宿町には該当施設がなく、野田市の現行のとおりとします。

  菊花大会助成金 交付対象団体が統合した場合、並列して存続した場合のそれぞれについて、事業規模等に応

じた助成金水準のあり方を検討します。

  共同施設維持管理補助金 関宿町には該当施設がなく、野田市の現行のとおりとします。

  共同施設設置事業補助金 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  産業祭共催分担金 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  市のおどり･町のおどり 伝統芸能の保存・継承の観点から、それぞれ現行のとおりとします。

  自由市事業委託料 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  商店街空き店舗対策事業補助 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  商店街顧客誘致事業補助 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。
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１４

  商店会等利用客駐車場確保事業補 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  助金

  商店会販売促進事業補助金 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  大規模小売店舗等出店指導要綱 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  地域人材育成総合プロジェクト事 県補助が廃止された段階で事業を廃止するが、１６年度以降も県補助が継続される場合は現行

  業 のとおりとします。

  盆栽展助成金 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  まちおこし事業補助金 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  まちづくり協議会補助金 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  たばこ売上増進運動補助 組合が統合した場合、並列して存続した場合のそれぞれについて、事業規模等に応じた補助

水準のあり方を検討します。（青少年の健全育成等の観点から、補助金全体としては、年次

的削減を図ります）

  計量器定期検査 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  観光ＰＲ等推進事業 合併後、新市において見直しを図ります。

  中心市街地活性化対策 合併後、自治体の区域の拡大に伴い、中心市街地の位置付けについても再検討が必要なこと

から、新市において見直しを図ります。

  中小企業融資制度 両市町の内容に違いがあるので、双方の制度のメリットを比較衡量の上、制度のあり方を見

直します。

 ○勤労者・消費者

  技能功労者表彰制度 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  勤労者等一時資金貸付 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  雇用促進奨励金 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  就業相談員 野田市の現行のとおり実施しますが、このことにより関宿町民も利用が可能となります。

  中小企業勤労者福祉サービスセン 現行のとおり、野田市としてセンターに対する補助を行います。（関宿町の事業所にもセンタ

  ター事業 ー加入を働きかけます）

  中小企業等従業員住宅建築資金利 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  子補給事業

  消費者啓発事業 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。世帯数の増加による経費増は、

予算を増額する方法で対応します。

  消費者モニター 合併後、新市において近隣市町とのバランスも踏まえ、適切な報償額のあり方を検討します。

  消費生活苦情相談事業 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。（消費者の利便性の確保の要

請を踏まえ、相談数の増に対応し、必要に応じ、相談員を旧関宿町に配置することも検討し

ます）

  消費生活展 野田市の制度に統一します。（一元的に実施）

  市民海の家・山の家開設事業 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。

  中小企業退職金共済制度普及補助 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。

  金

  （社）千葉県雇用開発協会負担金 合併後、新市の負担割合に応じて負担します。

  中小企業新規採用者入社歓迎式共 合併に先立ち、制度を廃止します。

  催分担金

  高年齢者パートタイマー職業相談 野田市の現行のとおり実施しますが、このことにより関宿町民も利用が可能となります。

  室

  労働相談員 野田市の現行のとおり実施しますが、このことにより関宿町民も利用が可能となります。

 ○農業

  アグリサポート事業 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  畜産団体予防事業補助事業 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  畜産環境対策補助事業 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  農業振興資金利子補給事業 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  農業振興資金融資預託事業 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  県営かんがい排水整備事業 両市町ともに同一制度なので、現行のとおりとします。（従前の両市町の負担割合を新市が継

  （新規事業） 承します）

  市民農園設立事業（野田市）、ふ 関宿町の農園事業は継続しつつ、野田市においても早期に制度化を図り、必要に応じて制度

  れあい貸し農園管理事業（関宿町） を統一します。

  水田農業経営確立助成補助金確認 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  事務費

 

調　　　整　　　方　　　針事 務 事 業 名
４０８

４０９

４１０

４１１

４１２

４１３

４１４

４１５

４１６

４１７

４１８

４１９

４２０

４２１

４２２

４２３

４２４

４２５

４２６

４２７

４２８

４２９

４３０

４３１

４３２

４３３

４３４

４３５

４３６

４３７

４３８

４３９

４４０

４４１

４４２

４４３



１５

  水田農業推進員報酬 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  （県単補助１／２）

  堆肥センター管理運営 関宿町では事業を実施していないので、野田市の現行のとおりとします。（関宿町民も利用

可能にするとともに、搬入量の増に伴い、必要に応じて人員体制を強化します）

  堆肥生産利用組合 野田市では事業を実施していないので、関宿町の現行のとおりとします。（既に関宿町の組

合については、サービスが完了しており、新市において新たな負担はない）

  担い手育成システム 関宿町では事業を実施しておらず、また事業地区が限定されるため、野田市の現行のとおり

とします。

  農業近代化資金利子補給事業 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  農業経営基盤強化資金利子補給事 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  業

  農免道路維持管理 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。（現在の維持管理をそのまま継続し

ます）

  農道整備事業 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  台町地区地盤沈下対策事業 野田市では実施しておらず、事業区域が限定されているため、関宿町の現行のとおりとしま

す。（関宿町の事業を新市において継続して実施します）

  野田市構造政策推進会議 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  小船橋水辺公園管理委託 関宿町では実施しておらず、事業区域が限定されているため、野田市の現行のとおりとしま

す。

  湛水防除施設等の維持管理 現在の維持管理をそのまま継続します。

  湛水防除施設等の維持管理 現在の維持管理（適正化事業）をそのまま継続します。

  （適正化事業）

  土地改良区が行う適正化事業への 野田市では、現在事業は実施していませんが、適正化事業への補助率は、両市町ともに同

  補助 一なので、現行のとおりとします。

  田園空間整備事業負担金 関宿町では実施しておらず、事業区域が限定されているため、野田市の現行のとおりとしま

す。

  東葛地域農林業センター管理運営 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。（東葛地域に限定さ

れた施設であるため、現在関宿町においても利用されています）

  標準小作料 両市町の内容に相違があるので、野田市の制度に統一します。（金額に一部相違があるが、

対象農地も少ないことから野田市の制度に統一します）

  農事連絡員委託料 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。（関宿町の組合長は複数の業

務を行っており、新市においては、その業務量を見直します）

  千葉の園芸生産高度化促進事業 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。野田市においては事業を毎年

  （県単補助事業） 実施していますが、関宿町では隔年の実施のため、より有利な野田市の制度を適用します）

  有害鳥獣駆除 両市町の支払い方法について相違があるため、野田市の制度に統一します。（地区ごとに委

託料として支払い）

  農業構造改善センター管理運営 引き続き、新市において適正な維持管理を図ります。

  農業公社設立事業 現在の野田市の公社設立に係る検討は野田市の農業課題への対応を前提に進めているもので

あるため、合併後、関宿町の農業への適応も可能となるよう、必要に応じ、新市において見

直しを図ります。

  家畜防疫助成事業 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。（野田市家畜防疫会に加

入することで、関宿町の畜産農家も助成を受けられます）

  農業団体１ 現行のとおりとします。ただし、両市町それぞれ同様の団体が組織されているものについて

は統合します。

  農業団体２ 現行のとおりとします。ただし、両市町それぞれ同様の団体が組織されているものについて

は統合します。

  農地基本台帳整備事業 合併後、新規に農地情報システムを構築します。（関宿町では既に電算を導入しているが、

旧式のため機能内容が少ないことから新規に電算化する）

 ○その他民生経済に関する事項

  掲示板設置、管理 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。掲示板を要

望する自治会が増加することが考えられるため、必要に応じ予算の増額を検討します。

  市民会館 関宿町には該当する施設がないので、現行施設の利用対象を関宿町にも拡大します。

◎建設関係制度・事業の取扱い

 ○道路橋りょう整備・管理

  道路境界確定図（写）の交付 両市町で実施しているが野田市では無料なので、野田市の制度を適用します。
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１６

  古図の保管 両市町で同様に保管しているが野田市では閲覧、写しの交付は無料なので、野田市の制度を

適用します。

  道路工事施行承認（道路法２４条） 両市町の内容に違いがあり、野田市の方が承認基準が全体的に高いので、野田市の制度を適

  に関すること 用します。

  道路後退整備工事 制度の実施を担保するため、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  道路占用（道路法３２条）に関する 両市町で許可基準が微妙に異なるが、野田市の制度を適用します。

  こと

  道路賠償 合併後、野田市が加入している全国市有物件災害共済会の対象とします。

  個人管理の排水管の移管 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  歩道整備 関宿町に幅員の規定がないので、野田市の基準を適用します。

  道路の舗装構成 両市町で基準が微妙に異なるので、基準の統一を図ります。

  排水施設 両市町で塩ビ管を認めるか否かの違いがあるが、十分な土被りを確保することにより問題な

いことから、野田市の制度を適用します。

  野田市私有道路敷舗装事業補助金 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  道路敷地寄付分筆費用補助金 道路網の整備の促進を図るため、関宿町では実施していない野田市の制度を関宿町において

も適用します。

  法定外公共物の使用料に関するこ 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  と

  道路計画 新市まちづくりの中で、両市町のバランスをとりつつ整備の促進を図ります。

  橋梁改修事業地元負担金 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  施行中の都市計画道路、駅前広場 新市まちづくりの中で、両市町のバランスをとりつつ整備の促進を図ります。

  開発行為に関する道路指導 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  都市計画道路（市・町道）の整備 両市町の都市計画道路整備状況を新市のまちづくりに活用します。

  状況

 ○土地区画整理事業

  土地区画整理法７６条 法に基づき実施。両市町の添付書類に若干の違いがあるので、新市において条文を調整のう

え新しい条例を制定します。

  土地区画整理審議会会議規則 両市町の規則に若干の相違があるので、野田市の制度を適用します。

  土地区画整理事業 野田市を事業地区としているので、野田市の現行のとおりとします。

  梅郷駅西地区第一種市街地再開発 野田市を事業地区としているので、野田市の現行のとおりとします。

  事業（仮称）

  清算金の徴収及び交付 施行地区毎に、条例等に基づき事業を実施しているものなので、それぞれ現行のとおりとし

ます。

  損失補償の基準等 施行地区毎に、条例等に基づき事業を実施しているものなので、それぞれ現行のとおりとし

ます。

  土地区画整理審議会委員選挙取扱 関宿町では規則が定められていないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  規則

  野田都市計画事業梅郷駅西土地区 野田市を事業地区としているので、野田市の現行のとおりとします。

  画整理事業

  土地区画整理事業の保留地処分に 野田市の公共施行土地区画整理事業には、保留地処分はないので、関宿町の現行のとおりと

  関する規則 します。

  土地区画整理事業保留地販売促進 野田市の公共施行土地区画整理事業には、保留地処分はないので、関宿町の現行のとおりと

  に係る広告紹介料支給条例 します。

  関宿都市計画事業次木親野井特定 関宿町を事業地区としているので、関宿町の現行のとおりとします。

  土地区画整理事業

 ○河川整備、水路整備

  河川工事要望書に関すること 関宿町に河川はないが、水路も含めた野田市の制度を関宿町においても適用します。

  境界証明交付及び確認事項 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  苦情処理 関宿町に河川はないが、水路も含めた野田市の制度を関宿町においても適用します。

  洪水対策施設管理（樋管） 関宿町には該当する施設がないので、野田市の現行のとおりとします。

  国有財産等管理事務（河川・水路） 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  準用河川くり堀川改修事業 野田市を事業地区としているので、野田市の現行のとおりとします。

  不法投棄 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  河川・水路の占用に関すること 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  境界確認業務（河川・水路） 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。
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１７

  開発行為等に係る河川計画等の調 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  整

  洪水ハザードマップの作成 当面現行のとおりとし、合併後、関宿町分については、新市として見直しを図ります。

 ○都市計画

  違反開発 両市町ともに同一内容なので、野田市の制度を適用します。

  開発行為等の規制に関する規則 両市町ともに同一内容なので、野田市の制度を適用します。

  宅地開発指導要綱 両市町の内容に違いがあるので、新市において内容調整のうえ新要綱を制定します。

  地区計画等の案の作成手続き条例 両市町ともに同一内容なので、野田市の制度を適用します。

  都市計画公聴会規則 両市町ともに同一内容なので、野田市の制度を適用します。

  都市計画法に基づく標準処理期間 両市町ともに同一内容なので、野田市の制度を適用します。

  野田市都市計画施設等の区域内に　両市町ともに同一内容なので、野田市の制度を適用します。

  おける建築等に関する規則

  路外駐車場に関する届出等に関す 両市町ともに同一内容なので、野田市の制度を適用します。

  る規則

  建築相談に関すること 野田市の特定行政庁の業務が新市に広がり、両市町の全域について野田市の現行と同様に対

応していきます。

  道路相談に関すること 両市町の全域について、野田市の現行と同様に対応していきます。

  違反建築物の是正指導に関するこ 両市町の全域について、野田市の現行の制度を適用します。

  と

  建築基準法及び住宅金融公庫に基 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  づく手続き

  道路の位置指定（事前協議） 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  優良住宅認定事務 法人の土地譲渡益に対する重課制度の適用停止措置に伴ない、申請なしが続いており、野田

市の制度を適用します。

  国土利用計画法関係事務 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  建築確認に伴う排水接続許可 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  窓口指導 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  遊休土地に関する措置の市町村事 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  務処理

  建築協定に関すること 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  セットバック 関宿町では実施していないので、関宿町においても、野田市の現行の指導を行うことにより、

セットバックの履行を推進します。

  ワンルーム形式集合建築物の指導 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  （要綱に基づく）

  優良宅地の認定（市認定） 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。

  住宅供給促進計画 県において、供給計画について現在のところ見直す予定がないため、野田市、関宿町ともに、

それぞれ現行のとおりとします。

  都市計画区域マスタープラン 両市町ともに県の同一指導方針に基づき策定作業を進めており、それぞれ現行のとおりとし

ます。

  都市計画マスタープラン 合併後、新市において見直しを図ります。

  野田市における駐車施設整備に関 当面は現計画とし、将来的には、自動車交通の動向や土地利用計画等を充分考慮し、見直し

  する基本計画 を図ります。

 ○公園・緑地

  公園の使用許可事務 両市町の占用料に若干の相違があるので、野田市の制度を適用します。

  緑地保存（野田市緑地保存に関す 両市町の指定基準に違いがあるので、野田市の制度を適用します。しかし、関宿町の保存樹

  る実施要綱による） 林が対象外となってしまうため、救済措置を講じます。

  はなづくり運動 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  緑の基本計画 関宿町で策定済み、野田市は未策定（代わるものとして緑のマスタープランあり）、合併後、

新市において新たな計画を策定します。

 ○住宅

  個人住宅建設資金利子補給制度 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  市営住宅管理戸数 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  市営住宅の家賃及び管理状況 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  住宅マスタープラン策定及び調整 両市町とも策定済みであり、合併後、新市において見直しを図ります。

  に関する事務

  地域高齢者住宅計画 野田市で策定済であり、合併後、新市において見直しを図ります。
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１８

◎大字・字の取扱い

 ○大字・字の取扱い

  住居表示 両市町とも未実施ですが、野田市においては整備を検討中であり、関宿地区を含めて検討を

進めます。

  登記簿の大字名 引き続き検討を要するため、先送りします。

  町・字の名称 関宿町の字の名称については、大字を削除した名称に変更します。

◎広報広聴関係制度・事業の取扱い

 ○広報広聴関係制度・事業の取扱い

  その他広報紙 グラフ紙、ガイドマップ、くらしの便利帳は関宿町で発行していないので、野田市の制度を

適用します。また、市（町）勢要覧は配布方法等に違いがあるため、野田市の制度を適用し、

希望者への有償頒布とします。

  文書配付 両市町の内容に違いがあるので、自治会、区長会制度の調整を図りつつ、野田市の制度を適

用します。

  行政資料コーナー 野田市と関宿町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用しますが、設置場所はそれぞ

れ現行のとおりとします。

  公告式 野田市の制度を適用しますが、掲示場所はそれぞれ現行のとおりとします。

  テレホンガイド 関宿町では実施していないので、内容を拡大し、関宿町においても適用します。

◎慣行（市旗、市章、市歌、都市宣言等）の取扱い

 ○慣行（市旗、市章、市歌、都市宣言等）の取扱い

  表彰の基準 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。ただし、合併後は、関宿町民

に不利益にならないよう経過措置を設けます。

  名誉市民・町民 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。ただし、関宿名誉町民（全員

逝去）を今後作成の市勢要覧等に記録します。

  憲章 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。ただし、関宿町民憲章は関宿

地域の憲章として承継していきます。

  周年式典 野田市の市制施行日を基準として、実施します。

  市章・町章 現行の野田市章を使用します。なお、関宿町章を尊重し、例えば、関宿町の公民館等におい

て何らかの形で継承するなど、新市において住民の意向を踏まえ検討を行います。

  野田市歌 関宿町には該当するものがないので、現行の野田市歌を関宿地域を含む新市の市歌とします。

  市町の花・木・鳥 現行の野田市の花・木・鳥を使用します。なお、関宿町の花・木を尊重し、例えば、関宿町

の公民館等において何らかの形で継承するなど、新市において住民の意向を踏まえ検討を行

います。

  交通安全都市宣言 関宿町では実施していないので、野田市の現行のとおりとします。

  都市宣言（個性豊かなまちづくり 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。

  を行う人権・平和尊重都市宣言）

  明るく正しい選挙都市宣言 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  青色申告宣言の町 関宿町の青色申告宣言の町については関宿地域において継承します。

◎各委員会の取扱い

 ○選挙

  開票所 野田市の現行の場所に開票所を設置します。（法の定めにより、開票所は１市町村の区域に

１箇所となります）

  不在者投票所 両市町の現行の場所に、それぞれ不在者投票所を設置します。

◎附属機関の取扱い

 ○附属機関の取扱い

  環境審議会 関宿町に置かれている環境審議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要によ

り関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  個人情報保護審議会 関宿町では設置されていないので、野田市の現行機関の適用対象を関宿町にも拡大します。

  行政改革推進委員会 関宿町では設置されていないので、野田市の現行のとおりとしますが、合併後の委員構成に

ついては、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  野田市ホテル等審議会 関宿町では設置していないので、野田市審議会の適用対象を関宿町にも拡大します。

  野田市営住宅入居者選考等委員会 関宿町には町営住宅がなく委員会を設置していないので、野田市の現行のとおりとします。
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１９

  障害者基本計画推進協議会 関宿町では設置されていないので、当面野田市の現行のとおりとしますが、合併後の委員構

成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  児童福祉審議会 関宿町では設置されていないので、当面野田市の現行のとおりとしますが、合併後の各委員

構成については、必要により関宿町の実情に応じた措置を講じます。

  児童虐待防止対策連絡協議会 関宿町では設置されていないので、当面野田市の現行のとおりとしますが、合併後の各委員

構成については、必要により関宿町の実情に応じた措置を講じます。

  男女共同参画市民推進委員会 関宿町では設置されていないので、野田市の現行のとおりとしますが、合併後の各委員構成

については、必要により関宿町の実情に応じた措置を講じます。

  野田市交通安全対策協議会 関宿町では設置されていないので、野田市の現行のとおりとしますが、合併後の役員構成に

ついては、必要により関宿町の実情に応じた措置を講じます。関宿町の交通安全関係団体の

長を理事とし、各小中学校長、保育所長、区長会役員を委員とします。

  野田市自転車等駐車対策協議会 関宿町では設置されていないので、野田市の現行のとおりとしますが、合併後の委員構成に

ついては、必要により関宿町の実情に応じた措置を講じます。

  野田市スポーツ振興審議会 関宿町では設置されていないので、野田市の審議会の適用対象を関宿町にも拡大します。合

併後の委員構成は、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  文化センター運営審議会 関宿町では文化センターが設置されてないので、野田市の現行のとおりとします。

  野田市郷土博物館協議会 関宿町では設置されていないので、野田市の協議会の適用対象を関宿町にも拡大します。合

併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  図書館協議会 関宿町では設置していないので、野田市の協議会の適用対象を関宿町にも拡大します。合併

後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  東京直結鉄道建設促進並びに東武 関宿町では設置していないので、協議会の対象区域を関宿町にも拡大しますが、組織体制は

  野田線複線化促進協議会 現行の野田市のとおりとします。

  青少年センター運営審議会 関宿町では設置されていないので、野田市の現行のとおりとしますが、合併後の委員構成に

ついては、必要により関宿町の状況に応じた措置を講じます。

  青少年問題協議会 関宿町では設置されていないので、野田市の現行のとおりとしますが、合併後の委員構成に

ついては、必要により関宿町の状況に応じた措置を講じます。

  表彰審査会 関宿町に置かれている表彰審査会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要によ

り関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  特別土地保有税審議会 関宿町に置かれている特別土地保有税審議会は廃止しますが、合併後の委員の構成について

は、必要により関宿地域の実情に応じた構成となるよう適切な措置を講じます。 

  情報公開不服審査会 関宿町に置かれている情報公開不服審査会は廃止します。

  野田市地区計画建築審議会 関宿町に置かれている地区計画建築審議会は廃止します。

  心身障害児就学指導委員会 関宿町に置かれている関宿町心身障害児就学指導委員会は廃止しますが、合併後の委員構成

については、必要により、関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  関宿町公共用地取得推進委員会 用地取得に支障がないことから、関宿町に置かれている関宿町公共用地取得推進委員会は廃

止します。

  特別職報酬等審議会 両市町に併存するため、関宿町に置かれている特別職報酬等審議会は廃止します。但し、合

併後の委員構成については、関宿町の地域を含めた中での構成比で委員を割り振るなど適切

な措置を講じます。

  都市計画審議会 関宿町に置かれている都市計画審議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要

により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  介護認定審査会 関宿町に置かれている介護認定審査会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要

により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。併せて、審査件数の増に対応するため、

委員及び合議体の増を図ります。

  野田市老人保健福祉計画及び介護 関宿町に置かれている介護保険等運営協議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、

  保険事業計画推進等委員会 必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  野田市保健医療問題協議会、関宿 関宿町に置かれている健康づくり推進協議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、

  町健康づくり推進協議会 必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  国民健康保険運営協議会 関宿町に置かれている国民健康保険運営協議会は廃止しますが、合併後の委員構成について

は、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  野田市商工業振興協議会、関宿町 関宿町に置かれている中小企業資金融資審査会は廃止しますが、委員の構成については、関

  中小企業資金融資審査会 宿地域の実情に応じた委員構成となるよう適切な措置を講じます。

  給食センター運営委員会 関宿町に置かれている給食センター運営委員会は廃止しますが、合併後の委員構成について

は、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  野田市通学区域審議会 関宿町に置かれている通学区域審議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要

により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。
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  社会教育委員 関宿町に置かれている社会教育委員は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要に

より関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  文化財保護審議会 関宿町に置かれている文化財保護審議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、専

門分野等必要により適切な措置を講じます。

  総合計画審議会 関宿町に置かれている総合計画審議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要

により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  予防接種健康被害調査委員会 関宿町に置かれている予防接種健康被害調査会は廃止します。

  公民館運営審議会 関宿町に置かれている公民館運営審議会は廃止しますが、合併後の委員構成については、必

要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  高齢者サービス調整委員会 関宿町に置かれている高齢者サービス調整委員会は廃止しますが、合併後の委員構成につい

ては、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  野田市防災会議 関宿町に置かれている防災会議は廃止しますが、合併後の委員構成については、必要により

関宿町の実情に応じた措置を講じます。

  青少年相談員連絡協議会 両市町の事業内容には違いがあるので、事業の実施体制を統一するため野田市の制度を適用

し、青少年健全育成事業を推進するとともに青少年相談員連絡協議会の資質の向上に努めま

す。

  関宿町視聴覚ライブラリー運営委 関宿町に置かれている視聴覚ライブラリー運営委員会は廃止しますが、合併後、新市におい

  員会 て視聴覚ライブラリーそのもののあり方の見直しを図ります。

  青年館運営連絡協議会 関宿町では青年館を地元に払い下げたので、野田市だけの青年館運営連絡協議会の実施とな

ります。

  農業振興資金融資運営委員会 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  特別融資制度推進会議 関宿町に置かれている特別融資制度推進会議は廃止します。（野田市、関宿町ともにほぼ同

じ構成によって組織されているため、関宿町に置かれている会議は廃止します）

  農業振興対策協議会 現行のとおりとしますが、合併後の委員構成については、必要により関宿町の実情に応じた

適切な措置を講じます。

  農業振興地域整備促進協議会 関宿町に置かれている農業振興地域整備促進協議会は廃止しますが、合併後の委員構成につ

いては、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

  経営・生産対策推進会議 関宿町に置かれている経営・生産対策推進会議は廃止しますが、合併後の委員構成について

は、必要により関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。

◎その他事務事業の取扱い

 ○その他事務事業の取扱い

  情報公開条例に基づく制度 両市町にほぼ同様の条例があるので、野田市の制度を適用します。

  行政財産の借地 両市町の内容に内容に違いがあるので、段階的に、野田市の制度を適用します。

  例規類集 野田市の制度を適用しますが、配備場所はそれぞれ現行のとおりとします。

  外国人のための生活情報ガイドブ 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  ックの配布

  バスターミナル等の確保 それぞれ現行のとおりとします。

  個人情報保護条例に基づく制度 関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。

  千葉県市町村総合事務組合 両市町ともに千葉県市町村総合事務組合に加入しているため、関宿町は、合併の前日をもっ

て脱退します。

  千葉県自治センター 両市町ともに千葉県自治センターに加入しており、加入内容に相違もないため、関宿町は、

合併の前日をもって脱退します。

  総合計画 合併後、新市において見直しを図ります。

  実施計画 合併後、新市において見直しを図ります。

  地域情報化計画 合併後、新市において見直しを図ります。

  行政情報化基本方針 合併後、新市において見直しを図ります。
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